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○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）（
抄
）

（
本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
者
の
所
持
す
る
銃
砲
又
は
刀
剣
類
の
仮
領
置
）

第
二
十
五
条

銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
所
持
し
て
い
る
者
が
本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
上
陸
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、

当
該
銃
砲
又
は
刀
剣
類
の
提
出
を
命
じ
、
提
出
さ
れ
た
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
仮
領
置
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
第
三
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
し
て
当
該
銃
砲

又
は
刀
剣
類
を
所
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
及
び
仮
領
置
し
な
い
で
も
危
険
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
〜
６

（
略
）

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）（
抄
）

（
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
仮
領
置
し
な
い
で
も
危
険
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
）

第
三
十
九
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
仮
領
置
し
な
い
で
も
危
険
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
上
陸
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
所

持
す
る
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
そ
の
乗
つ
て
来
た
船
舶
又
は
航
空
機
に
安
全
な
方
法
で
保
管
し
た
ま
ま
入
管
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
寄
港
地
上
陸
、
入
管
法
第
十
五
条
に
規
定
す

る
通
過
上
陸
又
は
入
管
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
乗
員
上
陸
を
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
（
抄
））

（
寄
港
地
上
陸
の
許
可
）

第
十
四
条

入
国
審
査
官
は
、
船
舶
等
に
乗
つ
て
い
る
外
国
人
で
、
本
邦
を
経
由
し
て
本
邦
外
の
地
域
に
赴
こ
う
と
す
る
も
の
（
乗
員
を
除
く
。
）
が
、
そ
の
船
舶
等
の
寄
港
し
た

出
入
国
港
か
ら
出
国
す
る
ま
で
の
間
七
十
二
時
間
の
範
囲
内
で
当
該
出
入
国
港
の
近
傍
に
上
陸
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
つ
き
、
そ
の
船
舶
等
の
長
又

は
そ
の
船
舶
等
を
運
航
す
る
運
送
業
者
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
寄
港
地
上
陸
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
（
第
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
に
規
定
す
る
特
定
の
事
由
の
み
に
よ
つ
て
第
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
〜
４

（
略
）

（
通
過
上
陸
の
許
可
）

第
十
五
条

入
国
審
査
官
は
、
船
舶
に
乗
つ
て
い
る
外
国
人
（
乗
員
を
除
く
。
）
が
、
船
舶
が
本
邦
に
あ
る
間
、
臨
時
観
光
の
た
め
、
そ
の
船
舶
が
寄
港
す
る
本
邦
の
他
の
出
入
国

港
で
そ
の
船
舶
に
帰
船
す
る
よ
う
に
通
過
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
つ
き
、
そ
の
船
舶
の
船
長
又
は
そ
の
船
舶
を
運
航
す
る
運
送
業
者
の
申
請
が
あ
つ

た
と
き
は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
通
過
上
陸
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

入
国
審
査
官
は
、
船
舶
等
に
乗
つ
て
い
る
外
国
人
で
、
本
邦
を
経
由
し
て
本
邦
外
の
地
域
に
赴
こ
う
と
す
る
も
の
（
乗
員
を
除
く
。
）
が
、
上
陸
後
三
日
以
内
に
そ
の
入
国
し
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た
出
入
国
港
の
周
辺
の
他
の
出
入
国
港
か
ら
他
の
船
舶
等
で
出
国
す
る
た
め
、
通
過
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
つ
き
、
そ
の
船
舶
等
の
長
又
は
そ
の
船

舶
等
を
運
航
す
る
運
送
業
者
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
通
過
上
陸
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
〜
６

（
略
）

（
乗
員
上
陸
の
許
可
）

第
十
六
条

入
国
審
査
官
は
、
外
国
人
で
あ
る
乗
員
（
本
邦
に
お
い
て
乗
員
と
な
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
船
舶
等
の
乗
換
え
（
船
舶
等
へ
の
乗
組
み

を
含
む
。
）、
休
養
、
買
物
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
目
的
を
も
つ
て
十
五
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
上
陸
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、

そ
の
者
に
つ
き
、
そ
の
者
が
乗
り
組
ん
で
い
る
船
舶
等
（
そ
の
者
が
乗
り
組
む
べ
き
船
舶
等
を
含
む
。
）
の
長
又
は
そ
の
船
舶
等
を
運
航
す
る
運
送
業
者
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
乗
員
に
対
し
乗
員
上
陸
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

入
国
審
査
官
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
乗
員
に
対
し
、
そ
の
旨
の
乗
員
上
陸
の
許
可
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

本
邦
と
本
邦
外
の
地
域
と
の
間
の
航
路
に
定
期
に
就
航
す
る
船
舶
そ
の
他
頻
繁
に
本
邦
の
出
入
国
港
に
入
港
す
る
船
舶
の
外
国
人
で
あ
る
乗
員
が
、
許
可
を
受
け
た
日
か
ら

一
年
間
、
数
次
に
わ
た
り
、
休
養
、
買
物
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
目
的
を
も
つ
て
当
該
船
舶
が
本
邦
に
あ
る
間
上
陸
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
務
省
令

で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
そ
の
者
に
つ
き
、
そ
の
者
が
乗
り
組
ん
で
い
る
船
舶
の
長
又
は
そ
の
船
舶
を
運
航
す
る
運
送
業
者
か
ら
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。

二

本
邦
と
本
邦
外
の
地
域
と
の
間
の
航
空
路
に
定
期
に
航
空
機
を
就
航
さ
せ
て
い
る
運
送
業
者
に
所
属
す
る
外
国
人
で
あ
る
乗
員
が
、
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
間
、
数
次

に
わ
た
り
、
そ
の
都
度
、
同
一
の
運
送
業
者
の
運
航
す
る
航
空
機
の
乗
員
と
し
て
同
一
の
出
入
国
港
か
ら
出
国
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
休
養
、
買
物
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似

す
る
目
的
を
も
つ
て
本
邦
に
到
着
し
た
日
か
ら
十
五
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
上
陸
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
そ
の
者
に

つ
き
、
当
該
運
送
業
者
か
ら
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。

３
〜
９

（
略
）

○

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）（
抄
）

第
一
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
船
舶
観
光
上
陸
の
許
可
）

第
十
四
条
の
二

入
国
審
査
官
は
、
指
定
旅
客
船
（
本
邦
と
本
邦
外
の
地
域
と
の
間
の
航
路
に
就
航
す
る
旅
客
船
で
あ
つ
て
、
乗
客
の
本
人
確
認
の
措
置
が
的
確
に
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
乗
つ
て
い
る
外
国
人
（
乗
員
を
除
く
。
）
が
、
当
該
指
定
旅
客
船
が
本
邦
に
あ
る
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間
、
観
光
の
た
め
、
当
該
指
定
旅
客
船
が
寄
港
す
る
本
邦
の
出
入
国
港
に
お
い
て
下
船
す
る
都
度
当
該
出
入
国
港
か
ら
当
該
指
定
旅
客
船
が
出
港
す
る
ま
で
の
間
に
帰
船
す
る

こ
と
を
条
件
と
し
て
、
出
国
す
る
ま
で
の
間
三
十
日
（
本
邦
内
の
寄
港
地
の
数
が
一
で
あ
る
航
路
に
就
航
す
る
指
定
旅
客
船
に
乗
つ
て
い
る
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
七
日
）
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
上
陸
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
そ
の
者
に
つ
き
、
当
該
指
定
旅
客
船
の
船
長
又
は
当
該
指
定
旅
客
船

を
運
航
す
る
運
送
業
者
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
船
舶
観
光
上
陸
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

入
国
審
査
官
は
、
指
定
旅
客
船
に
乗
つ
て
い
る
外
国
人
（
乗
員
を
除
く
。
）
が
、
三
十
日
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
数
次
に
わ
た
り
、
当
該
指
定
旅
客
船
が
本
邦
に

あ
る
間
、
観
光
の
た
め
、
当
該
指
定
旅
客
船
が
寄
港
す
る
本
邦
の
出
入
国
港
に
お
い
て
下
船
す
る
都
度
当
該
出
入
国
港
か
ら
当
該
指
定
旅
客
船
が
出
港
す
る
ま
で
の
間
に
帰
船

す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
上
陸
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
そ
の
者
に
つ
き
、
当
該
指
定
旅
客
船
の
船
長
又
は
当
該
指
定
旅

客
船
を
運
航
す
る
運
送
業
者
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
で
あ
つ
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
そ
の
旨
の
船
舶
観
光
上
陸
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

入
国
審
査
官
は
、
前
二
項
の
許
可
に
係
る
審
査
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
外
国
人
に
対
し
、
電
磁
的
方
式
に

よ
つ
て
個
人
識
別
情
報
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
与
え
る
場
合
に
は
、
入
国
審
査
官
は
、
当
該
外
国
人
に
船
舶
観
光
上
陸
許
可
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
与
え
る
場
合
に
は
、
入
国
審
査
官
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
外
国
人
に
対
し
、
上
陸
期
間
、
行
動
範
囲
そ
の
他
必
要

と
認
め
る
制
限
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

７

入
国
審
査
官
は
、
第
二
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
外
国
人
が
当
該
許
可
に
基
づ
い
て
上
陸
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
外
国
人
に
対
し
、
電
磁
的
方
式
に
よ
つ
て
個
人
識
別
情
報
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

入
国
審
査
官
は
、
第
二
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
外
国
人
が
当
該
許
可
に
基
づ
い
て
上
陸
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
人
が
第
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
許
可
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

９

前
項
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
入
国
審
査
官
は
、
第
二
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
外
国
人
に
対
し
、
引
き
続
き
当
該
許
可
を
与
え
て
お
く
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
場

合
に
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
当
該
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
人
が
本
邦
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
外
国
人
が
出
国

す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。


